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（訂正）「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2022 年５月 16 日に開示いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」

の記載内容の一部に訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおり、訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

「２．本制度の概要」の金額単位の訂正 

 

２．訂正内容 

（訂正前） 

２．本制度の概要 

対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財

産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。 

本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬

総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額 50 百円以内とし、本制度により発行又は

処分される当社の普通株式の総数は年４万株以内といたします（なお、当社普通株式の

株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま

す。）。（以下、省略） 

 

（訂正後） 

２．本制度の概要 

対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財

産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。 

本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬

総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額 50 百万円以内とし、本制度により発行又

は処分される当社の普通株式の総数は年４万株以内といたします（なお、当社普通株式

の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとし

ます。）。（以下、省略） 

以 上 


